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学校関係者評価報告書について 
 

１．はじめに 
 平成 19 年にあった学校教育法、及び学校教育法施行規則の改正により、自己評価の実施・公表が義務化され、学校関係者評価の実施・

公表が努力義務とされるようになった。 
 本校においてもその重要性を理解し、組織的・継続的な教育活動等の改善と、生徒・卒業生、関係業界等との連携協力による特色ある

専修学校づくりを目的として、自己評価を基にした学校関係者評価を行っている。 
 なお実施に際しては、平成 25 年に文部科学省生涯学習政策局において発表された「専修学校における学校評価ガイドライン」を参考に

している。 
 
２．自己評価 
 教職員が、本校の理念・目標に照らして自らの教育活動その他の学校運営について振り返り、改善につなげることを目的として行って

いる。評価項目については、文部科学省によるガイドラインを参考に 1．教育理念・目的・育成人材像、2．学校運営、3．教育活動、4．
学修成果、5．学生支援、6．教育環境、7．学生の募集と受入れ、8．財務、9．法令等の遵守、10．社会貢献・地域貢献の 10 項目を策定

している。 
 
３．学校関係者評価 
 本校で行った自己評価について再度の検討を行うことで客観性と透明性を保ち、学校運営の更なる改善を図ることを目的とする。生徒・

卒業生、関係業界、専修学校団体・関係団体、中学校・高等学校等、保護者・地域住民、所轄庁等の学校関係者などを、学校自らが選任

し、構成された評価委員会等が、自己評価の結果について評価することを基本として行うものである。 
 評価の際には、1．自己評価の結果の内容は適切か、2．自己評価結果を踏まえた今後の改善策は適切か、3．学校の重点目標や評価項目

等は適切か、をポイントとした。 
 
４．学校関係者評価委員５名について 
 以下の５名を外部評価委員として、学校関係者評価をお願いした。 
・委員長 社会福祉法人理事長 
・委員   医療系大学学部長、元高等学校長 
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・委員    在学生保護者 
・委員    在学生保護者 
・委員    群馬社会福祉専門学校卒業生、社会福祉施設職員 
 
５．評価期間 
令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 

 
６．学校関係者評価委員会実施日時 
 実施日：令和５年５月 25 日（木） 
 場 所：群馬社会福専門学校 2 階合同教室 
 
＜参考＞ 
文部科学省生涯学習制作局（平成 25 年 3 月） 専修学校における学校評価ガイドライン 
 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfil 
 e/2016/11/15/1348103_1.pdf 
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1 学校の理念、教育目標  
教 育 理 念 と 教 育 目 標 

 本校では、孔子の「仁」とそれを展開した「五倫」、「五常」を踏まえた「礼」の実践を掲げている。これらを統合した「仁愛」の精神を教育の理念とし、

人格陶冶とその発揚とした知行合一の心身教育および、新しい時代を担う有為の人材の育成に努める。また、理想とする福祉社会を希求し、探究心を持っ

て積極的に取り組むことができる人材育成を目指す。そのためには、在学中に自身の課題・目標を捉え、専門的な知識・技術の習得が必要であることから、

「知行合一」の考え方を基本として、以下の教育目標を定める。 
 本校は心から人類を愛し、豊かな人間性と幅広い学識経験を有した人材を養成し、乳幼児から高齢者に至るまで、あらゆる福祉の向上に貢献する人材の

育成を目的とする。「介護を学んだ保育士・幼稚園教諭」「保育・幼児教育を学んだ介護福祉士」として生涯に亘り幅広く活躍できるよう教育を行う。乳幼

児と高齢者が同一施設で過ごす共生複合社会など、来るべき近未来の福祉社会を創造するスペシャリストの育成を目指す。 

 

2 令和５年度の重点目標と達成計画 
令和４年度重点目標と達成計画に関する評価 

＜目標＞ 
1．対面授業を基本とし、段階的に演習を取り入れていくことを目標とした。新型コロナウィルス感染症の予防に取り組みつつも、群馬県で作成している「社会

経済活動再開に向けたガイドライン」を参考に現在の状況を踏まえた学習環境を提供できるよう移行を図る。 
2．介護福祉専攻科が、令和 6 年度から新入生募集を休止とするため、福祉保育学科で介護福祉士実務者研修（通信課程）を併修していくこととなった。そのた

め、保育士養成カリキュラムと無理のない併修ができるよう運営案を作成することを 2 つ目の目標とした。 
 
＜評価＞ 
1．遠隔授業と併せながらも、対面授業の良さである演習を段階的に取り入れることができた。その際には、マスクの着用や消毒の徹底など新しい生活様式も徹

底することができた。一方で保育実習は、コロナ禍を理由に実習日が散発的になってしまい、結果的に実習先との個別調整が多くなってしまった。振り返り等の

全体で体験共有をすることが、スムーズにできなかったため、次年度は余裕をもって実習計画を立てていく必要がある。 
2．介護福祉士実務者研修（通信課程）については、本校独自のカリキュラムとして、介護技術の演習や、インターンシップ・実習などより実践的な内容を学べ

るよう作成した。また提携している小田原短期大学通信課程の学習を進める時間を利用することで、学生が独学では難しい科目についてフォローしていける体制

を整えることができた。 

 最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 橋本 祐 
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3 評価項目別取組状況 

基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
1-1 理念・目的・育成人材像 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1  
1-1-1 理念・目的・育成人材像は、定められているか 
 

4   3   2   1    

1-1-2 育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに適合しているか 
 

4   3   2   1    

1-1-3 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 
 

4   3   2   1    

1-1-4 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 
 

4   3   2   1    

 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 地域に貢献する福祉のスペシャリストを養成するとの理念は、教職員、学

生間に強く理解浸透している。また、本校が先進的に取り組む、幼児と高

齢者が共生する複合施設での支援の意義を、広く伝えている。 
2. 令和 4 年度の学習成果発表会は、新入学生に限定し、ステージ観覧を可

と、同時に You Tube の限定サイトでライブ配信を行うハイブリッド型と

した。新入生からは学校や先輩たち雰囲気を知ることができたと好評で

あった。 

1. 保育士・幼稚園教諭二種免許と介護福祉実務者養成研修により、自分自

身の将来の可能性が広げられることを再認識できるような実利的・実践

的な授業や取り組みを増やしていくことが必要である。厚生労働省の

「基本的対処方針に基づく対応」に基づき、段階的に学生たちが様々な

学習の機会に触れられるよう計画をしている。 
2. 学修成果発表会については、本校での学びの集大成であるため、広く

SNS やオープンキャンパスで情報発信をしていきたい。 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 橋本 祐 
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基準２ 学校運営 
2-2 運営方針 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
2-2-1 理念等に沿った運営方針を定めているか 
 

4   3   2   1    

 
2-3 事業計画 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
2-3-1 理念等を達成するための事業計画を定めているか 
 

4   3   2   1    

 
2-4 運営組織 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
2-4-1 設置法人は組織運営を適切に行っているか 
 

4   3   2   1    

2-4-2 学校運営のための組織を整備しているか 
 

4   3   2   1    

 
2-5 人事・給与制度 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
2-4-1 設置法人は組織運営を適切に行っているか 
 

4   3   2   1    

2-4-2 学校運営のための組織を整備しているか 
 

4   3   2   1    

2-5-1 人事・給与に関する制度を整備しているか 
 

4   3   2   1    

 
2-6 意思決定システム 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
2-6-1 意思決定システムを整備しているか 
 

4   3   2   1    
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2-7 情報システム 
評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 

2-7-1 情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 
 

4   3   2   1    

 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
 

1. 入学、学習、卒業までのポリシーを学校案内等に明記し実行している。
財務面については、法人として公表をしている。 
 

2. 令和 5 年度福祉保育学科入学の新入生は希望者のみ、介護福祉士実務者

研修（通信課程）を併修することができる。 
 
 

 
 
 
2. 単に独学の補填を行う講義にとどまることなく、本校独自の取り組み

として介護技術の演習や介護実習を取り入れたカリキュラムを介護福

祉専攻科と福祉保育学科の教員が連携して作成した。運用については、

小田原短期大学通信課程の課題に取り組む時間を利用することで、学

生への負担が減るよう配慮した。 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 橋本 祐 
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基準３ 教育活動 
3-8 目標の設定 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
3-8-1 理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 
 

4   3   2   1    

3-8-2 学科毎に修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか 
 

4   3   2   1    

 
3-9 教育方法・評価等 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
3-9-1 教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 
 

4   3   2   1    

3-9-2 教育課程について外部の意見を反映しているか 
 

4   3   2   1    

3-9-3 キャリア教育を実施しているか 
 

4   3   2   1    

3-9-4 授業評価を実施しているか 
 

4   3   2   1    

 
3-10 成績評価・単位認定等 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
3-10-1 成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか 
 

4   3   2   1    

3-10-2 作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 4   3   2   1    
 

 
3-11 資格・免許の取得の指導体制 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
3-11-1 目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけているか 
 

4   3   2   1    

3-11-2 資格・免許取得の指導体制はあるか 4   3   2   1    
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3-12 教員・教員組織 
評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 

3-12-1 資格・要件を備えた教員を確保しているか 
 

4   3   2   1    

3-12-2 教員の資質向上への取組みを行っているか 4   3   2   1    
 

3-12-3 教員の組織体制を整備しているか 
 

4   3   2   1  

 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 令和 4 年度における本校の介護福祉士国家試験の受験結果は、全員合格

で合格率 100%という結果であった。本校の学生の平均点は 99.6 点で、

今年度の合格基準点（75 点以上）を大きく上回る好結果を獲得すること

ができた。125 点満点の中、最高点 111 点で最低得点でも 88 点であり、

受験生全員の努力が現れたのではないか。 
 
2. 基準４でも述べているが、教員の指導と併せて、学生たちが相互に協力を

し合って勉強を教え合うクラスの人間関係・雰囲気作りも、全員合格のた

めには必要な要件だと考える。 
 
3.  各学科を担当する教員が毎週集まって定例会議を開き、学生の概要や困難

事例の対応方法、成績・実習評価、単位認定に係る基準の確認、指導方法

の共有化、資格取得のための指導体制の意識の統一化を図り、学生指導に

役立てている。学生の日々の生活態度（授業の出欠・遅刻状況など）や学

力不足、心の在り様などについて担任が把握し、学科内で共有をした後、

教務主任から事務長へと相談を上げて、理事長へと上申をすることで学

生を支援できる状況である。 
 
4.  新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う新しい生活スタイルや、様々な制

限下でも、学生は場面場面に順応しながら前向きに取り組んできた。   
コロナ禍の中で、今年度の学生達はこれまでの先輩達と同じ様な活動は

できなかったことは残念だったが、その時々にできる事を臨機応変に実

践していく考え方や方法等、体験したことをこれからの仕事などの社会

生活 活 欲 学校側と も 行事 な 中 思 出作りな

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  教員の指導力向上などに向けて、日本介護福祉士養成施設協会や職能団

体の主催する研修会などに積極的に参加をしていく必要がある。 
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総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
  生活に活かして欲しい。学校側としても、行事のない中での思い出作り 
  などを模索しながら、可能なことを積極的に考慮して実施をしてきた。 
 
5.  実習については、コロナ禍により受け入れを制限されてきたが、今後は 

受け入れ可能な実習先も増えていくと思われる。施設や園の受け入れ状

況を良くしていくためにも、学校側の学生指導として実習前後の学生の

体調や生活状況・行動歴なども引き続き把握をして、信頼をされる態勢を

とった上でこまめに実習先へのアプローチを行い、学生のために実習先

の確保のお願いをしていく。 
 
6. 保育学科では、幼稚園免許状取得のための小田原短期大学との教育連携に

おいて、本校での学修に加えて通信教育で単位を取得している。学生の個

人差もあることから、負担を感じている学生がいるため配慮が必要であ

る。また、幼稚園実習において事前に不安感を感じて実習に臨めなかった

り、実習開始後に継続していくことが困難な学生がいる。現在のところ希

望者全員が免許を取得できている年と、取得できない学生が多い年とがあ

り、安定性がない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 小田原短期大学の教育課程の単位取得を負担に感じている学生に対し

ても、支援的な見方も含め学習できる環境を整えていくよう、保護者、

非常勤講師も含めた綿密な取り組みを今後も行っていく。 
幼稚園実習においては、事前指導の中で学生の不安感を読み取りなが

ら、一つひとつを解決して前向きに進めるように指導をしていく。 
実習の継続が困難な学生に対しては、個々の状況に合わせて教員の実習

巡回の回数を増やしたり、丁寧に聞き取りながら対応をしていく必要が

ある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 山浦あゆみ 



１０ 
 

基準４ 学修成果 
4-13 就職率 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
4-13-1 就職率の向上が図られているか 
 

4   3   2   1    

 
4-14 資格・免許の取得率 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
4-14-1 資格・免許取得率の向上が図られているか 
 

4   3   2   1    

 
4-15 卒業生の社会的評価 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
4-15-1 卒業生の社会的評価を把握しているか 
 

4   3   2   1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１１ 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 介護福祉専攻科は１年間で介護福祉士国家試験に臨まなければならない

ため、試験対策として年間計画の中で合格率向上に向けての仕法として、

後期の１０月から国家試験の前日（１月末日）まで、補習講義を毎朝、継

続的に実施している。 
また、火曜日と金曜日には放課後に補習講義をおこなっている。 
 

2.  日々の授業の中でも資格取得対策をカリキュラムに組み込み、模擬試験

（令和 4 年度：6 回実施）や直前強化対策及び上記補講を繰り返し実施する           
ことで、クラス全員が合格に向けて取り組む雰囲気ができている。  
 

3. 学内で、できるだけの演習（実技）時間を確保した上で、現場にて実習を

行うといった体系的なカリキュラムを編成している。 
 

4.  就職先との適性を踏まえつつ、学生の自己実現を促せるよう就職支援をし

ている。就職を希望する学生は 100%で就職をすることができている。 
  介護分野での就職では、早期離職の事例はない。 
 
5. 担任および教員全体で、就職指導担当者が主導し、就職対策の指導など学

生一人ひとりの希望を優先しつつ、個々の能力と適性を考慮した指導を

行っている。毎年、法人主催で施設と連携した学内での就職活動の機会を

設けており、専門学校の学生もセミナーに参加をしている。その際に、卒

業生が就職活動や進学の実体験についてアドバイスする機会が得られる

ため効果的である。 
 
6.  実習先が就職先の場合には、就職先施設の人事担当者とは、意識的かつ定

期的に連絡がとれる状態であり、卒業生やその就職先施設の求人活動に

よる来校の都度、キャリアアップ等についても実態把握を行うようにし

ている。 
 
7.  個々に合わせたキャリア教育を行えるよう、適宜アンケートなどで意向を

確認し面談を行うなど、学生に合わせて柔軟な対応ができるように工夫・

見直しをしながら個を大切にした教育を行っている。 
 

 

1.  その学年によってクラスの雰囲気や学力の差もあり、一概に評価は難し

い。ただし、毎年、国家試験の合格率 100％を目指すことは変わりがな

い。今後もその学年ごとの状況を常に把握して、必要に応じて補講の工

夫などを考えていきたい。 
 
 
2.  介護福祉士国家試験の合格に向けては、日々のカリキュラムの工夫と模

擬試験の実施、朝と放課後の補習講義を実施し、結果の推移を軸に検討

を加えていく必要がある。（模擬試験の実施回数が 6 回で妥当か等。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  1 年次より、キャリアデザインの科目で就職を意識した内容を授業に含

め、2 年次は、就職と並行して介護福祉専攻科への進学に関する介護の

授業や専攻科学生の発表を構成し、実践的な指導を行っているが、さら

に強化と工夫が必要である。 
 
 
 
6.  外部、特に実習先や就職先である施設・園・事業所との連携を強化し、

様々な情報の共有化、学校に対しての意見などを集約し、今後の改善に

役立てる必要がある。 
 
 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 山浦あゆみ 



１２ 
 

 

基準５ 学生支援 
 
5-16 就職等進路 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-16-1 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 
 

4   3   2   1    

 
5-17 中途退学への対応 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-17-1 退学率の低減が図られているか 
 

4  3   2   1    

 
5-18 学生相談 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-18-1 学生相談に関する体制を整備しているか 
 

4   3   2   1    

5-18-2 留学生に対する相談体制を整備しているか 在籍者なし 
 

 
5-19 学生生活 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 
 

4   3   2   1    

5-19-2 学生の健康管理を行う体制を整備しているか 4   3   2   1    
 

5-19-3 学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか 
 

4   3   2   1    

5-19-4 課外活動に対する支援体制を整備しているか 
 

4   3   2   1    

 
 
 
 



１３ 
 

 
5-20 保護者との連携 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-20-1 保護者との連携体制を構築しているか 
 

4   3   2   1    

 
5-21 卒業生・社会人 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
5-21-1 卒業生への支援体制を整備しているか 4   3   2   1    

 
5-21-2 産学連携による卒業後の再教育プログラムの開発・実施に取組んでいるか 4   3   2   1    

 
5-21-3 社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 4   3   2   1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１４ 
 

 

総括と、適切でなかった項目について課題について 今後の改善方策 

1. 全学年担任制とし、学生に対するきめ細かい指導を実践している。しかし、

学生の育ちや家庭環境等が年々複雑化している現状にあり、本人の抱える課

題が退学や休学につながるケースも散見されている。 
2. 就職支援に関しては、キャリアセンターにおいて、学生に必要な情報が提供

できるよう求人票閲覧体制を整えている。また、就職に向けての指導と支援

を計画的に実施し、履歴書の書き方、試験対策、模擬面接演習等、学生のニ

ーズに応じた指導を実践している。コロナ禍で実習が夏休みに行われる学生

もいたため、就職前の見学が思うような日程でできずにいる学生もいた。 
3. 学生の健康管理の面では、保健室の設置とともに、看護師の資格を有する教

員を配置し、常時対応ができる体制を整えている。毎年 4 月には全学年一斉

に健康診断を行い健康管理と指導に勤めている。 
4. コロナ禍を鑑み、毎日 3 度の検温、黙食の勧め、マスク着用など感染対策を

継続している。コロナ陽性の場合には、学校連絡後必要期間の療養を行い、

登校再開となっている。ボランティアに関しては、オープンキャンパスなど

の校内でのボランティア活動は継続をしている。実習先でのボランティアは

必要に応じて行っている。 
5. 経済的な不安を抱える学生も多いため、奨学金等の案内を行い家庭での負担

軽減に努めている。必要に応じて個別相談にも応じている。 
6. 卒業後の支援体制としては、各種スキルアップ講習を開講している。キャリ

アセンターが卒業後の窓口となり、就職後の相談や就（転）職への継続的な支援とと

もにスキルアップ講習の受講を薦め、専門職としての資質向上に寄与している。 

1. 学生からの相談や学生自身の課題に対しては、クラス担任だけの対応で

はなく、キャリアカウンセラーをはじめとする校内の関係教職員が学生

の現状を把握し、情報の共有を図りながら様々なアプローチを行ってい

く必要がある。本人の進路変更や学生自身のやりたいことの尊重などの

聞き取りも十分行い本人の意思決定を図っていく。 

1.1授業の内容によっては外部講師の活用も視野に入れ、学生にとって有益 

  な情報の提供に至るよう地域のマンパワーの有効活用を工夫していく。 

2. 多様な学生のニーズに応えていくために、発達障害者支援センターや心

療内科など外部の相談機関や医療機関につなげていく。また、福祉的就

労も含めた情報提供を行っていく。ただし、社会状況の変化に伴い、発

達支援センターの受け入れ態勢が整わない場合には、個別の聞き取りや

きめ細やかな対応をしていくとともに、専門機関へつなげていく。 
2.2 合同就職説明会の参加や求人サイト等の利用など積極的な活動のサポ 
  －トを勧めていく。今年度は 3 月に法人での事業所セミナーが行われ、

今後も継続してこの時期の開催となる。 
3. 健康管理面では、日々の健康観察として学級担任が検温と行動履歴の確

認を取り、習慣化に努めている。 
4. ボランティア活動の推進は、本校の特色であり、活動を通して自己の向上

を目指すだけでなく、社会の一員としての自己を意識していける貴重な機

会である。今後の社会情勢を注視しながら、慎重に再開を検討していきた

い。 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 佐藤 由樹路 



１５ 
 

基準６ 教育環境 
6-22 施設・設備等 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
6-22-1 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備しているか 4   3   2   1    

 
 
6-23 学外実習、インターンシップ等 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
6-23-1 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を整備しているか 4   3   2   1    

（課外活動自粛のため評定不可） 
 
6-24 防災・安全管理 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
6-24-1 防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 4   3   2   1    

 
6-24-2 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 
 

4   3   2   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１６ 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 校内で管理されているパソコンは一人一台使用可能であり、プリンターなど

自由に使用できる環境にある。 
2. 施設利用について全学生が利用しやすいように、各教員が細やかに確認・整

備等を行っている。掃除備品なども随時補充をおこない、活用できるように

手配している。各階男女洋式トイレにウオシュレットの設置が完了した。 
3. 在宅学習で必要な際には、パソコンやピアノのキーボードの貸出しを行って

いる。 
4. 学外実習にあたっては、保育・介護を分けずに連携をはかり、指導教員を中

心として教職員全体で指導を行っている。 
5. 例年であれば本校１年生を対象とし、東京ディズニーリゾートコミュニケー

ションスキル研修を実施してきたが、現在は受入れ中止となっている。 
6. 避難訓練を年に数回実施し、教員や学生と再度確認を行っている。避難訓練

の担当箇所等も、配置を毎回変更し備えている。 
7. 群馬医療福祉大学附属認定こども園鈴蘭幼稚園が敷地内にあり、避難訓練を

毎回同時に実施している。保育を志す学生にとっては、実際に自身も避難訓

練を行いつつ、幼稚園の避難訓練の様子を直接見学もできることにより視野

が広がり、学生の学びの向上に期待できる。 
8. 各教室にはアルコール消毒液とペーパータオル、講師用のパーテーション、

さらに清掃時用に使い捨てビニール手袋を設置してある。また教室の座席は、

ゆとりのあるものにし、ソーシャルディスタンスを保てるよう工夫している。

各階トイレにも消毒液とペーパータオルを常備し、玄関にもアルコール消毒

液を設置、さらに来校者には必ず非接触型体温計での検温にご協力いただき

来校者記録の記入を行っている。 
9. 授業終了後は、通常の清掃に加えて、机や床、使用した道具にアルコールで

の清拭を毎回行っている。特に、幼稚園との共有スペースとなる講堂におい

ても同様に行っている。 

２. 施設の老朽化が進んでいるので、劣化が進んでいるところは補修を行

全体の点検を怠らないようにする必要がある。また、図書室において、 
  幼児教育や介護に関する書籍をはじめ、周辺環境におけるほんの増やし 
  ていく。 
 
6. 東京ディズニーリゾートコミュニケーションスキル研修は、令和 3 年度

以降、大学・短大・専門学校向けプログラムを終了しており、今後は 
これに代わる研修の検討をしていく。コロナ前にはすぐには戻ることは

難しいことも踏まえ、学生に必要とされる研修の検討を行っていく。次

年度の 2 年生には、保育現場に出た時のことを考慮し校外学習の検討

を行っている。 
 

 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 佐藤 由樹路 

 
 
 



１７ 
 

基準７ 学生の募集と受入れ 
7-25 学生募集活動 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
7-25-1 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組んでいるか 4   3   2   1    

 
7-25-2 学生募集を適切、かつ、効果的に行っているか 
 

4   3   2   1  

 
7-26 入学選考 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
7-26-1 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 4   3   2   1    

 
7-26-2 入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 
 

4   3   2   1  

 
7-27 学納金 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
7-27-1 経費内容に対応し、学納金を算定しているか 4   3   2   1    

 
7-27-2 入学辞退者に対し、授業料等について、適正な取扱を行っているか 4   3   2   1  

 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 対面式のガイダンスが復活をしてきており、接触する機会も増えている。 
2. 入学選考に関しては、面接を重視し、保育・幼児教育・介護福祉従事者としての資質

を見極めるために面接している。合否判定方法に関しては、面接結果を得点化し、適

正かつ公平な手法により選考を行っている。 
3. 全体的に保育の志願者が減っている傾向がある。県内の他の養成校（短大を含め）で

も定員割れが目立つようになってきている。 

1. 令和 5 年 4 月入学者から保育士・幼稚園教諭 2 種免許に加え、「介護福祉士実務者

研修」を取得できるようにした。従来 3 年間で保育士・幼稚園 2 種免許、介護福祉

士だったところを、実務者研修ではあるものの、3 資格、3 分野を学べるようにし

ている。介護分野のニーズはあるものの、全体的な数として多くはない。ただし、

3 分野を学べることは他校との差別化にもつながっていることから広報活動を継続

していく。 
2. 少子化対策のため、募集ターゲットを広げるためにも、県社協修学資金貸付制度等

の広報活動や職業訓練の周知活動も必要である。従来通りの求人媒体だけではな

く、ネット広告等広げていく必要がある。 
 

最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 国泰 



１８ 
 

基準８ 財 務 
8-28 財務基盤 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
8-28-1 学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 4   3   2   1    

 
8-28-2 学校及び法人運営に係る主要な財務数値に関する財務分析を行っているか 
 

4   3   2   1  

 
8-29 予算・収支計画 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
8-29-1 教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定しているか 4   3   2   1    

 
8-29-2 予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか 
 

4   3   2   1  

 
8-30 監査 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
8-30-1 私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施しているか 4   3   2   1    

 
 
8-31 財務情報の公開 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
8-31-1 私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用しているか 4   3   2   1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９ 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 今後の改善方策 

1. 抜本的な将来計画が必要とされる中、令和３年度より医療技術学部が開

校２学年となり法人全体の学生生徒等納付金収入は増額となったが、他

の部門は増額の手段を年々実施しているが減額の傾向が続いている。 
2. 部門により適切な定員管理と見合った経費率・人件費依存率の割合が高

くなっているので経常収支差額比率が低い状態が続いている。 
3. 今年度も新型コロナウィルス感染症対策として学生の家計経済支援を継

続した。 
4. 財務的には新学部増設により今年度も繰越収支差額は大きくマイナスと

なっている。 

1.2. 経費率と適切な学生定員管理とのバランスは新学部４年次（令和６年

度）の完成年度には暫時改善されていく見込みである。経営的には補

助金事業・競争的資金の確保等今後も多角的な運営に十分に考慮し努

力を続けていかなければならない。 
 
 
 
4. 繰越収支差額のマイナスは今後も続いていくことになるが、学生環境

整備としての施設設備整備は今後も外部借入金に依存することなく施

設拡充引当特定資産を充実し自己資金による財的基盤の安定化を図っ

ていく。 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 伊藤 芳雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



２０ 
 

基準９ 法令等の遵守 
 
9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
9-32-1 法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 4   3   2   1    

 
 
9-33 個人情報保護 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1、 
9-33-1 学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか 4   3   2   1    

 
 
9-34 学校評価 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1、 
9-34-1 自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 4   3   2   1    

 
9-34-2 自己評価結果を公表しているか 
 

4   3   2   1    

9-34-3 学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 
 

4   3   2   1    

9-34-4 学校関係者評価結果を公表しているか 
 

4   3   2   1    

 
9-35 教育情報の公開 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
9-35-1 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 4   3   2   1    

 
 
 
 
 
 
 



２１ 
 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 関係法令や設置基準に基づいた学校運営、各種規則・規定の整備を行って

いる。また、セクシャルハラスメン等の対策については法人として取り組

んでおり、対応マニュアルを整備し運用をしている。 
2. 学校法人昌賢学園としての財務状況等については、群馬医療福祉大学 HP

にて公開をしている。 

 

最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 国泰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２２ 
 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 
10-36 社会貢献・地域貢献 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
10-36-1 学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 4   3   2   1    

 
10-36-2 国際交流に取組んでいるか 
 

4   3   2   1    

 
10-37 ボランティア活動 

評価項目 適切：4、 ほぼ適切：3、 やや不適切：2、 不適切：1 
10-37-1 学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っているか 4   3   2   1    

（課外活動は自粛としたため評定不可） 
 

 

総括と、適切でなかった項目について課題について 
今後の改善方策 

（以下の番号は左記項目と対応しています） 
1. 幼稚園とも連携してペットボトルのキャップを回収しており、年に 2 度群馬

県社会福祉協議会への寄付を継続している。 
2. 社会人のキャリアアップ、再就職のためには、県からの委託により福祉分野

の人材育成のための公共職業訓練を実施している。 
3. 国の政策として保育分野では留学生を受け入れていないという現状がある。

介護分野では受け入れが認められているが、本校の介護福祉専攻科 
は、保育士養成施設を卒業した保育士資格取得者が入学できるため、留学生

の受け入れは困難である。 
4. コロナ禍で外部のボランティア活動はできていないが、校内の活動としてペ

ットボトルキャップの回収やオープンキャンパスの補助などの活動は推奨し

ている。 

3. 留学生の受け入れに関しては情報収集を継続し、必要があれば対応してい

く。 
4. ボランティアは、本校の目指す建学の精神や教育目標となっている。礼儀

や基本的なマナーを学び、自分の将来像を明確化していくきっかけの一つ

となるため、今後は社会情勢に注視しつつ、活動の再開を慎重に検討して

いきたい。 

 
最終更新日付 令和 5 年 3 月 31 日 記載責任者 霜田 道代 

 
 
 
 



２３ 
 

4 令和４年度総括と令和５年度の改善目標 
令和４年度重点目標と達成計画に関する評価 

 学園運営の根幹である「仁」の理念は教職員、学生に浸透し、学修成果は介護福祉士合格率 100％という数字に表れている。 
 一方で、今後の課題として、本校の魅力を発信し、学生募集に力を注いでいく必要性が示された。 
これまで見てきた各基準での評価をもとに、「令和５年度の改善目標」を示し自己評価報告を終える。 
 
〇基準１ 教育理念・目標 ・ 〇基準２ 学校運営 
①保育士・幼稚園教諭二種免許と介護福祉実務者養成研修により、自分自身の将来の可能性が広げられることを再認識できるような実利的・実

践的な授業や取り組みを増やしていくことが必要である。 
②単に独学の補填を行う講義にとどまることなく、本校独自の取り組みとして介護技術の演習や介護実習を取り入れたカリキュラムを介護福祉

専攻科と福祉保育学科の教員が連携して作成した。運用については、小田原短期大学通信課程の課題に取り組む時間を利用することで、学生

への負担が減るよう配慮した。 
③学修成果発表会については、本校での学びの集大成であるため、広く SNS やオープンキャンパスで情報発信をしていきたい。 

 
 

〇基準３ 教育活動 ・ 〇基準４ 学修成果 ・ 〇基準５ 学生支援 
①教員の指導力向上などに向けて、日本介護福祉士養成施設協会や職能団体の主催する研修会などに積極的に参加をしていく必要がある。 
②小田原短期大学の教育課程の単位取得を負担に感じている学生に対しても、支援的な見方も含め学習できる環境を整えていくよう、保護者、

非常勤講師も含めた綿密な取り組みを今後も行っていく。幼稚園実習においては、事前指導の中で学生の不安感を読み取りながら、一つひと

つを解決して前向きに進めるように指導をしていく。実習の継続が困難な学生に対しては、個々の状況に合わせて教員の実習巡回の回数を増

やしたり、丁寧に聞き取りながら対応をしていく必要がある。 
③外部、特に実習先や就職先である施設・園・事業所との連携を強化し、様々な情報の共有化、学校に対しての意見などを集約し、今後の改善

に役立てる必要がある。 
④学生からの相談や学生自身の課題に対しては、クラス担任だけの対応ではなく、キャリアカウンセラーをはじめとする校内の関係教職員が学

生の現状を把握し、情報の共有を図りながら様々なアプローチを行っていく必要がある。本人の進路変更や学生自身のやりたいことの尊重な

どの聞き取りも十分行い本人の意思決定を図っていく。 
⑤授業の内容によっては外部講師の活用も視野に入れ、学生にとって有益な情報の提供に至るよう地域のマンパワーの有効活用を工夫していく。 
⑥多様な学生のニーズに応えていくために、発達障害者支援センターや心療内科など外部の相談機関や医療機関につなげていく。また、福祉的

就労も含めた情報提供を行っていく。ただし、社会状況の変化に伴い、発達支援センターの受け入れ態勢が整わない場合には、個別の聞き取

りやきめ細やかな対応をしていくとともに、専門機関へつなげていく。 
⑦合同就職説明会の参加や求人サイト等の利用など積極的な活動のサポ－トを勧めていく。今年度は 3 月に法人での事業所セミナーが行われ、

今後も継続してこの時期の開催となる。 
  
 

 
 
 



２４ 
 

令和４年度重点目標と達成計画に関する評価 

〇基準６教育環境 ・ 基準７ 学生の募集と受け入れ ・ 基準８ 財政 
    ①施設の老朽化が進んでいるので、劣化が進んでいるところは補修を行全体の点検を怠らないようにする必要がある。また、図書室において、

幼児教育や介護に関する書籍をはじめ、周辺環境における本を増やしていく。 
②東京ディズニーリゾートコミュニケーションスキル研修は、令和 3 年度以降、大学・短大・専門学校向けプログラムを終了しており、今後は 
これに代わる研修の検討をしていく。コロナ前にはすぐには戻ることは難しいことも踏まえ、学生に必要とされる研修の検討を行っていく。

次年度の 2 年生には、保育現場に出た時のことを考慮し校外学習の検討を行っている。 
③令和 5 年 4 月入学者から保育士・幼稚園教諭 2 種免許に加え、「介護福祉士実務者研修」を取得できるようにした。従来 3 年間で保育士・幼

稚園 2 種免許、介護福祉士だったところを、実務者研修ではあるものの、3 資格、3 分野を学べるようにしている。介護分野のニーズはあるも

のの、全体的な数として多くはない。ただし、3 分野を学べることは他校との差別化にもつながっていることから広報活動を継続していく。 
④少子化対策のため、募集ターゲットを広げるためにも、県社協修学資金貸付制度等の広報活動や職業訓練の周知活動も必要である。従来通り

の求人媒体だけではなく、ネット広告等広げていく必要がある。 
⑤経費率と適切な学生定員管理とのバランスは新学部４年次（令和６年度）の完成年度には暫時改善されていく見込みである。経営的には補助

金事業・競争的資金の確保等今後も多角的な運営に十分に考慮し努力を続けていかなければならない。 
⑥繰越収支差額のマイナスは今後も続いていくことになるが、学生環境整備としての施設設備整備は今後も外部借入金に依存することなく施設

拡充引当特定資産を充実し自己資金による財的基盤の安定化を図っていく。 
 

〇基準９ 法令等の遵守 ・基準１０ 社会貢献・地域貢献 
①留学生の受け入れに関しては情報収集を継続し、必要があれば対応していく。 
②ボランティアは、本校の目指す建学の精神や教育目標となっている。礼儀や基本的なマナーを学び、自分の将来像を明確化していくきっかけ

の一つとなるため、今後は社会情勢に注視しつつ、活動の再開を慎重に検討していきたい。 

 
 
 



２５ 
 

5 外部評価委員からのご意見  
 
 学生数が増えないのは残念。 
 介護福祉専攻科がなくなることは大変残念。とても良い学生が卒業されていると実感がある。 
 午前中のみ学習、午後は施設でアルバイトなどの対応は難しいだろうか。 
 教育理念の「仁」や「礼」を教員が実行されており、真剣になって、授業や就職指導を行っている。十把一絡げではない個に応

じた教育ができている。その結果としての介護福祉士全員合格である。 
 例えば乳児院に就職を希望している学生にも、介護を学ぶ選択肢があっても良い。 
 初めて学修成果発表会を見たが、とても良い催しだと感じた。 
 ボランティアは今後に活きてくるため、大事である。 
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